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第１章　基本的な考え方 

　１　計画策定の趣旨 

平成１１年６月に施行された男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）で

は、男女共同参画社会について、「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担

うべき社会」であると規定しています。この法律の規定に基づき、国では、令和８年３

月に第６次男女共同参画基本計画を策定しました。 

また、宮城県においては、宮城県男女共同参画推進条例の規定に基づき、令和８年３

月に宮城県男女共同参画基本計画（第５次）を策定し、男女共同参画社会の実現に向け

施策を進めています。 

本町においては、令和５年３月に松島町男女共同参画基本計画を策定し、男女共同参

画社会の推進に努めてきました。しかしながら、固定的な性別役割分担意識、性差に関

する偏見や社会制度・慣行等は根強いものがあり、依然として男女共同参画の理念が町

内に浸透しているとは言えない状況です。 

このため、町民だれもがその個性と能力を十分に発揮し、生きがいを持って生活でき

る社会を目指す男女共同参画の理念及び推進の必要性を町民に広く普及啓発し、新し

い令和の時代を切り拓く基盤となることを目指して、男女共同参画社会の形成を促進

すべく、本計画を策定します。 

 

　２　計画の位置付け 

本計画は、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく、本町における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画です。 

併せて、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）

第６条第２項に基づく、本町における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画としても位置付けます。 

さらに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律

第３１号）第２条の３第３項に基づく、本町における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画として位置付けます。 

関連する計画と連携を図りながら、松島町の男女共同参画を積極的に進めるものと

します。 

 

　３　計画の期間 

国における「男女共同参画基本計画（第６次）」及び「宮城県男女共同参画基本計画

（第５次）」の計画期間を踏まえ、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。

ただし、社会情勢の変動等に合わせ、必要に応じて見直しを行います。 
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　４　計画の推進 

社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進していくために、町のすべての事

業について、男女共同参画の視点に配慮することを推進します。 

また、町民、町民グループ、事業者及びＮＰＯ等各種団体の理解と協力を得るととも

に、家庭、職場、地域における町民及び事業者の自主的な活動及び男女共同参画社会の

実現の取り組みへの積極的な参加を働きかけます。 

 

　５　計画の体系 

 

 

 基　　本　　目　　標

 施　　策　　の　　方　　向

 １　政策・方針決定過程への女性の参画拡大

 （１）　意思決定過程への女性の参画促進

 （２）　男女共同参画に関する普及啓発活動の充実

 ２　日々の暮らしにおける男女共同参画の実現

 （１）　地域活動における男女共同参画の促進

 （２）　男女が協力し、日々の暮らしに関する責任を担っていくため

の意識啓発

 （３）　育児及び介護に関する社会的支援の充実

 （４）　ジェンダー（社会的性差）に基づく暴力の根絶

 （５）　生涯にわたる男女の健康の包括的な支援

 ３　学校教育における男女共同参画の促進

 （１）　男女共同参画に関する理解の促進

 （２）　キャリア形成の促進

 ４　職場における女性の活躍推進

 （１）　ライフステージに応じた働き方の推進

 （２）　女性の所得向上と経済的自立の推進

 ５　防災・災害時における男女共同参画の推進

 （１）　女性の意思を反映させた防災施策の実施

 （２）　男女共同参画の視点を取り入れた災害対応
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第２章　男女共同参画の推進に関する施策 

 

　基本目標１　政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

 

政策・方針決定過程への女性の参画は、男女共同参画社会の実現の基礎となるも

のです。女性が参画することで、施策により多くのニーズを反映し、多様な価値観

と発想を取り入れることができます。 

政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、女性の人材の育成・活

用に努め、男女共同参画の視点を取り入れる必要があります。 

 

　　男女共同参画の推進に関する施策の方向 

（１）意思決定過程への女性の参画促進 

本町における今後の活性化には、女性の多様な視点及び様々な能力の活用が不　　　　

可欠です。 

本計画期間内に、町の審議会等の女性委員比率を３０％まで引き上げ、政策・

方針決定過程への女性の参画を引き続き推進していきます。 

また、町の職員については、令和８年３月に策定した「松島町特定事業主行動

計画」に基づき、今後とも職員の意欲と能力の把握に努め、職務経験の付与や能

力を向上・発揮させる機会の確保について、男女の隔たりがないように配慮して

女性職員の登用に努めていきます。 

 

（２）男女共同参画に関する普及啓発活動の充実 

本町における地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等の女性委員比率は、

令和７年４月現在で２０．７％であり、男女が対等に参画している状況とは言え

ません。 

社会・組織の今後の活性化には、女性の多様な視点及び様々な能力の活用が欠

かせません。 

そのためには、あらゆる世代の人々が、それぞれの身近で切実な問題を切り口

として、男女共同参画の重要性についての認識を継続的に深めることができるよ

う、セミナーなどの普及啓発活動を実施します。 

 

 施　　策　　の　　項　　目

 １　審議会等委員の女性登用の推進

 ２　女性の参画・登用に関する事業者及び団体等に対する働きかけ・情報提供

 施　　策　　の　　項　　目

 ３　男女共同参画に関する普及啓発事業の実施
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基本目標２　日々の暮らしにおける男女共同参画の実現 

 

性別に関係なく、一人ひとりが希望に応じ、自らの個性と能力を最大限に発揮でき

るよう、健康支援、固定的な性別役割分担意識をなくし互いに協力し合うことに対す

る意識啓発、ＤＶ（配偶者等からの暴力）や性暴力・児童虐待など、ジェンダーに基

づくあらゆる暴力を容認しない社会環境が求められています。 

また、共働き世帯の増加や核家族化などにより、育児や介護に関して必要とされる

支援が多様化しています。そのため、家庭や地域における子育てや介護の多様化に対

応できる質の高い社会的支援の整備も必要です。 

 

　　男女共同参画の推進に関する施策の方向 

（１）地域活動における男女共同参画の促進 

地域における様々な場面で固定的な性別役割分担意識の解消を含む男女共同参

画を推進し、暮らしやすい地域へとシフトしていくことが必要不可欠です。 
自治会・町内会、ＰＴＡ、各種ボランティアなどの活動方針決定の場へ女性の参

画が拡大するよう、性別による分け隔てがない活動に向けた情報提供を行います。 

 

（２）男女が協力し、日々の暮らしに関する責任を担っていくための意識啓発 

男女を問わず、あらゆる年代の町民が男女共同参画をそれぞれの身近な問題と

して認識し、家族がコミュニケーションを図り、協力し合いながら、家事等につい

てそれぞれの責任を担っていくことができるよう、意識の啓発を行います。 

 

　　　（３）育児及び介護に関する社会的支援の充実 

育児負担や介護負担を抱えている方に手厚い支援が行き届くよう、利用者のニ

ーズを踏まえた保育及び介護サービス体制を整備・充実させ、併せて、町全体の機

運醸成に努めます。 

 

 施　　策　　の　　項　　目

 ４　地域活動への参画促進のための情報提供

 施　　策　　の　　項　　目

 ５　互いに支え合う日々の暮らしに関する情報及び学習機会の提供

 施　　策　　の　　項　　目

 ６　育児及び介護支援体制の整備及び情報提供
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　　　（４）ジェンダー（社会的性差）に基づく暴力の根絶 

ＤＶや性暴力、児童虐待等、ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しないとい

う意識を、日々の暮らしの中において醸成するとともに、警察をはじめとする関係

機関と連携し、暴力の発生を防ぐための環境づくりを推進します。 

 

　　　（５）生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 

女性の就業者数が増加する中、女性のキャリア継続・キャリアアップのためには、

仕事と家事・育児等の両立支援に加えて、男女双方の健康課題に対する理解とそ

れぞれの特性に応じた支援体制が求められています。 

 

 施　　策　　の　　項　　目

 ７　暴力の発生を防ぎ、根絶するための意識啓発

 施　　策　　の　　項　　目

 ８　女性が健康に関する各種の相談・助言又は指導を受けることができる体制

の整備

 ９　健康診査、健康指導の受診率向上のための取組の促進

 １０　運動習慣の定着や身体活動量の増加に向けた取組の促進
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　基本目標３　学校教育における男女共同参画の促進 

 

人間の意識及び価値観の形成の役割を果たす学校教育の場において、人権尊重を

基盤とした男女共同参画の意義の理解を促進していく必要があります。 

　　　　また、児童・生徒が性差に関する偏見や固定観念等にとらわれず、様々な学び方

や生き方を選べるよう、情報提供や意識啓発を促進します。 

 

　　男女共同参画の推進に関する施策の方向 

　　　（１）男女共同参画に関する理解の促進 

学校における人権及び男女共同参画の教育環境充実のため、教職員の資質向上

に取り組むとともに、幼稚園、保育所、こども園、学校、家庭、地域が協働し時代

に即した情報環境の整備を図ります。 

そのためには、教職員、保護者等が男女共同参画に関する理解を深められるよう

意識の啓発等の取り組みを促進します。 

 

　　　（２）キャリア形成の促進 

児童・生徒が、固定的な性別役割分担や性差に関する偏見・固定観念、無意識の

思い込み（アンコンシャス・バイアス）にとらわれず、ライフステージの変化に応

じた様々な学び方、働き方、生き方を選べるよう、男女共同参画の視点からのキャ

リア形成の促進を行います。 

 

 

 施　　策　　の　　項　　目

 １１　人権及び男女共同参画に関する理解の促進

 施　　策　　の　　項　　目

 １２　偏見や固定観念にとらわれないキャリア教育の促進
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　基本目標４　職場における女性の活躍推進 

 

女性の職業生活における活躍を進めるためには、職場全体でのワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活の調和）の推進のほか、結婚、育児、介護等のライフステージ変

化に応じた柔軟な働き方ができる環境の整備が求められています。 

また、女性の所得向上・経済的自立は、女性が尊厳を持って生きることとも密接に

かかわるものです。町内事業所において女性管理職の割合は少なく、雇用の分野にお

ける男女の均等な機会及び待遇の確保が必要です。 

 

　　男女共同参画の推進に関する施策の方向 

（１）ライフステージに応じた働き方の推進 

男女ともに仕事と子育て・介護・社会活動を含む生活との両立のしづらさを感じ

ることなく働き続け、キャリア形成やリ・スキリングの機会を得ながらその能力を

十分に発揮できる環境の整備及び社会的体制の充実を推進します。 

 

（２）女性の所得向上と経済的自立の推進 

男女の雇用の均等な機会及び待遇を平等に確保し、女性の所得向上・経済的自立

を実現させるため、宮城県等関係機関と連携し、就業を希望する女性が職業能力を

開発するための機会、情報を提供するとともに、事業者に対して働きかけます。 

 

 

 施　　策　　の　　項　　目

 １３　多様で柔軟な働き方の推進

 １４　育児・介護制度の普及拡充及び制度を利用しやすい環境づくりの推進

 施　　策　　の　　項　　目

 １５　雇用における積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の普及啓発
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基本目標５　防災・災害時における男女共同参画の推進 

 

　　　今後起こりうる災害の対応においては、平常時における避難路・避難表示・避難所等

の防災施設の整備や防災備蓄品等を整備する際に女性の意見を反映させるなど女性の

参画を促進し、男女共同参画の視点を防災施策に反映させる必要があります。 

　　　また、災害が発生した際に避難所の開設・運営に男女双方が参画し、男女共同参画の

視点に立った管理運営が求められています。 

 

男女共同参画の推進に関する施策の方向 

（１）女性の意思を反映させた防災施策の実施 

防災分野への女性の参画促進の重要性を認識するとともに、国の第６次男女共

同参画基本計画を踏まえ、女性の意思及び意見を公正に反映させるため、町の防

災会議への女性の登用率向上を図ります。 

 

（２）男女共同参画の視点を取り入れた災害対応 

近年多発している自然災害による避難及び避難所の運営について、男女共同参

画の視点を取り入れた対応が必要です。 

このため、災害対応時のマニュアル等に男女共同参画の視点からの配慮事項を

充実させ、避難生活を送る住民に対しての健康支援や相談体制についても整備を

行います。 

 

 

 

 施　　策　　の　　項　　目

 １６　防災会議への女性登用の促進及び人材の育成

 施　　策　　の　　項　　目

 １７　男女共同参画の視点からの災害対応の整備
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第３章　推進体制 

男女共同参画に関する施策は広範・多岐にわたることから、本計画を着実に推進して

いくため、町の各課・各機関が一体となって取り組みます。 

また、宮城県と緊密な連携を図り、男女共同参画の推進に関する取組を総合的に推進

します。 

 

　１　庁内推進体制の整備 

本計画を総合的かつ効果的に推進するため、松島町男女共同参画推進本部を設置し、

全庁的に施策に取り組むとともに、総務課が主体となって、関係各課との調整・連携を

図りながら、職員の男女共同参画に関する意識の啓発に努めます。 

 

　２　住民参画の促進 

町民及び町民グループ、事業者等に対する情報提供を行い、広く男女共同参画の推進

を働きかけて事業を展開するとともに、男女共同参画に関する自主的な取り組みに対

する支援を行います。 

 

　３　関係団体や事業者との連携 

経済団体や福祉団体、民間非営利活動団体（ＮＰＯ）等各種団体や事業者と連携し、

相互に協力し合える体制づくりを進めます。 

 

　４　計画の進行管理 

計画の実効性を確保するため、男女共同参画担当部署である総務課が中心となって

計画の進捗状況を把握し、定期的に計画の進行管理を行います。 
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参考資料 

　１　男女共同参画に関するアンケート結果 

　２　男女共同参画社会基本法　 

　３　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

　



参考資料１

松島町男女共同参画基本計画　個人意識調査

対象 松島町に住所のある１８歳以上の男女　２，０００人
期間 令和７年７月中
回答数 ６０８人

男女共同参画社会に関する意識についてお伺いします。

問１　あなたは、社会全体の男女の地位の平等について、関心や考えをお持ちですか。あなたの気持ち
　　に最も近いものをお答えください。（〇は１つ）

問２　あなたは、社会全体でみた場合には、男女の地位は平等になっていると思いますか。あなたの気
　　持ちに最も近いものをお答えください。（〇は１つ）

11.5% 55.9% 29.3%

2.5% 0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1.非常に関心や考えを持っている 2.関心や考えを持っている

3. あまり関心や考えを持っていない 4. まったく関心や考えがない

5.未回答

12.7% 63.3% 14.3% 7.4%

1.0% 1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.男性の方が非常に優遇されている 2. どちらかといえば男性の方が優遇されている

3. 平等 4. どちらかといえば女性の方が優遇されている

5. 女性の方が非常に優遇されている 6. 未回答
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問５　あなたは、結婚後も女性が働き続けることについて、どう思いますか。（〇は１つ）

問３　あなたは、次の分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。あなたの気持ちに最も近い
　　ものをお答えください。（〇はそれぞれの分野で１つ）

問４　あなたは、政策を立案し決定する際に、町議会議員、町の公職に女性が就いて、意見を反映す
　　るようにした方が良いと思いますか。あなたの、気持ちに最も近いものをお答えください。（〇は１つ）

71.9% 23.5%

2.1% 0.8%
1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 良いことだと思う 2.どちらかといえば良いことだと思う

3.どちらかといえば望ましくない 4. 望ましくない

5. 未回答

11.7%

9.5%

26.0%

42.3%

3.5%

16.0%

14.0%

37.2%

38.8%

52.8%

42.3%

24.5%

52.6%

44.7%

41.1%

39.0%

15.5%

12.7%

62.8%

20.2%

29.3%

6.3%

4.1%

4.1%

1.3%

6.1%

7.4%

8.4%

1.3%

0.7%

0.3%

0.3%

0.3%

1.6%

1.5%

2.5%

2.8%

1.3%

1.2%

2.8%

2.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（７）防災・復興の場

（６）自治会やＰＴＡなどの

地域活動

（５）社会通念・地域の慣

習・しきたりなど

（４）政治の場

（３）学校教育の場

（２）職場

（１）家庭生活

1. 男性の方が非常に優遇されている 2. どちらかといえば男性の方が優遇されている

3.平等 4. どちらかといえば女性の方が優遇されている

5. 女性の方が非常に優遇されている 6. 未回答

47.9% 38.7% 6.6%

2.3% 4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. そう思う 2. どちらかといえばそう思う

3. どちらかといえばそうは思わない 4. そうは思わない

5. 未回答

12



※問５で「良いことだと思う」、「どちらかといえば良いことだと思う」と答えた方に質問です。

問５－２　「良いことだと思う」、「どちらかといえば良いことだと思う」のはなぜですか。（〇はいくつでも）

※問５で「どちらかといえば望ましくない」、「望ましくない」と答えた方に質問です。

問５－３「どちからといえば望ましくない」、「望ましくない」のはなぜですか。（〇はいくつでも）

問６　あなたは、今後、男性が育児・介護・家事・地域活動に積極的に参加していくためにはどのような
　　ことが必要だと思いますか。（〇はいくつでも）

30.0% 5.0% 65.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきものであるから

2. 夫が外で働いた方が、多くの収入を得られると思うから

3. 妻が家庭を守った方が、子どもの成長などにとって良いと思うから

0.6%

6.9%

6.7%

12.3%

16.4%

12.2%

12.2%

16.0%

6.9%

17.2%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%

10. 未回答

9. 男性が育児・介護・家事などを行うための、仲間作り

やネットワーク作りを進めること

8. 男性の育児・介護・家事などについて、啓発や情報提

供、相談窓口の設置、技能の研修を行うこと

7. 労働時間の短縮や休暇制度、テレワークなどを利用

し、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

6.男性による育児・介護・家事などについて、職場におけ

る上司や周囲の理解を進めること

5. 社会の中で、男性による育児・介護・家事などについ

ても、その評価を高めること

4. 年配者や周りの人が、夫婦の役割分担などについて

当事者の考えを尊重すること

3. 夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくすること

2. 男性が育児・介護・家事などに参加することに対する

女性の抵抗感をなくすこと

1. 男性が育児・介護・家事などに参加することに対する

男性自身の抵抗感をなくすこと

33.8% 28.6% 36.8% 0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 夫も妻も働いた方が、多くの収入を得られると思うから

2. 妻が働いて能力を発揮した方が、個人や社会にとって良いと思うから

3. 固定的な夫と妻の役割分担の意識を押しつけるべきではないから

4. 未回答
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問７　職業生活における女性の活躍を更に推進するためには、特にどのような支援が必要だと思いま
　　すか。あなたの気持ちに最も近いものをお答えください。（〇は１つ）

問８　配偶者やパートナーからの暴力を無くすためには、特にどのような支援が必要だと思いますか。
　　あなたの、気持ちに最も近いものをお答えください。（〇は１つ）

問９　今後の災害に備えて、性別による違いに配慮した取組が求められていますが、どの程度必要だ
　　と思いますか。あなたの気持ちに最も近いものをお答えください。（○は各項目１つ）

3.3%

29.9%

39.6%

27.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

4. 未回答

3. 保育施設や介護施設の整備など、男女共に育児や介

護の支援を受けられる設備やサービスの整備

2. 育児や介護のための休業制度や短時間勤務など、男

女共に仕事との両立を支援するための施策の整備

1.長時間労働慣行の是正やテレワークの推進など、男

女共に育児・介護・家事に用いることができる時間を増

やすための勤務環境の整備

66.9%

66.3%

56.7%

27.0%

28.8%

36.8%

1.6%

1.2%

2.0%

0.7%

0.5%

0.8%

3.8%

3.3%

3.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（３）女性に配慮した避難所の設置、健康支援、相談体制

を整備

（２）避難所運営マニュアルに女性の意見を反映

（１）防災計画の策定に女性が参画

1. 必要 2. どちらかといえば必要 3. どちらかといえば必要はない 4. 必要はない 5. 未回答

21.2% 21.1% 7.1% 18.3% 20.9% 8.9%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 法律・制度の見直しや、新たな制度の整備

2. 社会における男女の平等や女性の人権についての教育・学習を進める

3. 暴力根絶に対する住民意識の高揚

4. 被害者の相談機関や保護施設を整備

5. 被害者が被害届を出しやすい環境整備

6. 犯罪の取り締まりの強化

7. 未回答
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問１０　松島町に、今後、男女共同参画を進めるために、特に望まれることを次の項目から選んでくだ
　　　さい。（〇はいくつでも）

問１１　差し支えなければ、あなたの戸籍上の性別をお答えください。（○は１つ）

問１２　あなたの年齢は、おいくつですか。年齢をお書きください。（〇は１つ）

11.2% 13.0% 15.3% 8.8% 14.5% 13.9% 5.8% 11.3% 5.1%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.学校・地域における男女平等教育の充実

2. 多様な保育支援（一時的・夜間・緊急時等）

3. 高齢者・障がい者を介護する人の社会参加支援の介護サービスの充実

4.育児・介護休業制度を、企業や労働者へ普及啓発

5.男女共に家庭と仕事の両立など、労働条件改善の働きかけ

6.男女の賃金・福利厚生等、職場における格差是正の働きかけ

7.女性相談窓口の設置

8.町の施策や方針の決定の場に、女性を登用

9. 男女共同参画についての理解を深め、情報提供や交流の場となるセミナーを開催

10. 未回答

40.1% 56.7% 3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 男性 2. 女性 3.未回答

10.7% 12.2% 15.3% 17.1% 20.4% 21.9%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. １０～２０歳代 2. ３０歳代 3. ４０歳代 4. ５０歳代 5. ６０歳代 6. ７０歳以上 7. 未回答
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問１３　あなたのお仕事は、どれに当てはまりますか。（〇は１つ）

問１４　あなたは結婚していますか。（〇は１つ）

問１５　あなたにはお子さんがいますか。成人しているお子さんや別居しているお子さんも含めてお答
　　　えください。（〇は１つ）

36.0% 17.9% 4.6%

1.6%

14.3% 3.3% 16.3%

3.0% 3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.役員を含む、正規の職員・従業員

2. 期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規の職員・従業員

3. 自分で、又は共同で事業を営んでいる自営業主・自由業

4. 家族従業者・家族が営んでいる事業を手伝っている者

5. 主婦・主夫

6.学生

7. 無職

8. その他

9. 未回答

59.4% 5.8% 5.9% 26.5% 2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 結婚している 2. 離別 3. 死別 4.未婚 5. 未回答

64.3% 33.2% 2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.いる 2. いない 3. 未回答
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今後の調査実施の参考とするため、今回の調査についてお伺いします。

問Ａ　今回の調査の答えやすさはどうでしたか。（〇は１つ）

問Ｂ　今回の調査の分量はどうでしたか。（〇は１つ）

問Ｃ　今回の調査への回答に要した時間はおよそどれくらいでしたか。（〇は１つ）

47.0% 15.5% 33.6% 3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.答えやすかった 2. 答えにくかった 3. どちらともいえない 4. 未回答

12.0% 76.5% 6.3% 5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 答えやすかった 2. 答えにくかった 3. どちらともいえない 4.未回答

72.7% 21.7%

1.6%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. １５分未満 2. １５分～３０分程度 3. ３０分以上 4.未回答
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参考資料２

松島町男女共同参画基本計画　事業所意識調査

対象者 町内で法人格を有する事業所　１５６事業所
期　間 令和７年７月

６７事業所

男性 922人
女性 519人

男性 861人
女性 1792人

回答事業所

男女共同参画社会に関する意識についてお伺いします。

問１　業種をお答えください。

問２　常用従業者数をお答えください。

非正規職員数内訳

正規職員数内訳

1 14 6 4 7 2 2 3 2 21 5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

未回答 建設業 小売業

製造業 飲食業 電気・ガス・熱供給・水道業

金融・保険業 運輸・通信業 不動産業

卸売業 サービス業 その他

64%

36%

正規職員男女比率

男性 女性

32%

68%

非正規職員男女比率

男性 女性
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管理職数内訳
男性 284人
女性 75人

問４　管理職数をお答えください。

問３　貴事務所の形態をお答えください。

45 10 12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 単独事業所

2. 本社・本店

3. 支社・営業所

79%

21%

管理職男女比率

男性 女性
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その他（理由）
必要なし
女性従業員がいない
ほぼパート勤務なため 
勤務年数が一定に満たしていない。
会社の理解・支援がない。
営業店のため管理職は支店長のみ。 
女性がいない。
部署を置くほど大きい事業所ではない。
正規従業員（女性）が他にいない。
女性社員がいない為
事業規模により複数管理職が不要なため
小規模事業者でそもそも管理職の人数が必要ない

※問４で女性の管理職が少ない（１割未満）あるいは、全くいない場合にお答えください。

問４－３　女性の管理職を増やすためには、どのような取り組みが必要だと思いますか。あてはまる
　　　　番号にすべて〇をつけてください。

問４－２　それはどのような理由からだと思いますか。あてはまる番号すべてに〇をつけてください。

※問４で女性の管理職が少ない（１割未満）あるいは、全くいない場合にお答えください。

4 3 11 2 11 12 34

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 子育て・介護・家事などにおける夫などの家族の支援が充分ではない

2. 子育て・介護の支援などの公的サービスが充分ではない

3.女性自身が管理職になることを希望しない

4. 上司・同僚・部下になる者が女性管理者を希望しない

5. 必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない

6. その他

7.未回答

6 6 11 9 2 7 6 7 32

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 産休・育休・介護休暇などの取得を推進する

2. 昇進・昇格・人事評価を明確化する

3. 会社全体の意識改革を行う

4. 女性のキャリアアップの支援を行う

5. 一定の人数や割合で女性の管理職を任用する

6.女性リーダーの育成を推進する

7. その他

8.必要ではない

9. 未回答
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問題点が浮上した場合には従業者を交えての話し合いを設けて解決策を探っていく。

問６　従業員のワーク・ライフ・バランスに関する取り組みをしていますか。

問５－２　男女共同参画に関して、具体的にどのようなことに取り組んでいますか。
　　　　あてはまる番号にすべて〇をつけてください。

３、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）への取り組みについて、お聞きします。

２、男女共同参画の取り組みについて、お聞きします。

問５　男女共同参画に関する取り組みをしていますか。

※問５で「はい」とお答えいただいた事業所へお聞きします。

その他（理由）

29 31 7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. はい

2. いいえ

3. 未回答

38 21 8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1. はい

2. いいえ

3. 未回答

11 1 8 2 22 1 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. セクシャル・ハラスメント等についての研修や意識啓発を実施している

2. 男女共同参画に関する社内研修やセミナーを実施している

3. 男性の育児・介護休業の取得を推進している

4. 女性管理職の登用目標の設定をしている

5. 性別に関係なく平等な採用・昇進機会の確保を行っている

6. その他

7. 未回答
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　一日の勤務時間が８時間超えないよう声かけや管理をしている。やむを得ず超えるときは一人が連
続しないようにシフトを作っている。

問６－２　ワーク・ライフ・バランスに関して、具体的にどのようなことに取り組んでいますか。あてはま
　　　　る番号にすべて〇をつけてください。

その他（理由）

※問６で「はい」とお答えいただいた事業所にお聞きします。

9 21 28 8 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. フレックスタイム制度やテレワークなど、柔軟な働き方を導入している

2. 育児・介護休業の取得促進や時短勤務制度を整備・推進している

3. 残業時間の削減や有給休暇の取得促進に取り組んでいる

4. 男性の育児・介護参加を促進し、家庭と仕事の両立支援を行っている

5. その他

22
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平成十一年法律第七十八号 

男女共同参画社会基本法 

目次 

前文 

第一章　総則（第一条―第十二条） 

第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十

条） 

第三章　男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平

等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進

められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速

な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合

い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同

参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会

を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を

示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関す

る取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章　総則 

（目的） 

第一条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応で

きる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会

の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明ら

かにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事

項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

一　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思

によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって

男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必

要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられるこ

と、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発



24 

 

揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、

行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性

別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対し

て中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因

となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会に

おける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮

されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若し

くは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共

同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の

支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族

の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことがで

きるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第七条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有

していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われ

なければならない。 

（国の責務） 

第八条　国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基

本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に

関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じ

た施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第十条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、

基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければな

らない。 

（法制上の措置等） 

第十一条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必

要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じ

た男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければ

ならない。 
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２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講

じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を

作成し、これを国会に提出しなければならない。 

第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以

下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の

案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男

女共同参画基本計画を公表しなければならない。 

５　前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならない。 

２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱 

二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、

当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策について

の基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努め

なければならない。 

４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認め

られる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配

慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の

理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は

男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理

のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形
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成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るた

めに必要な措置を講じなければならない。 

（連携及び協働の促進） 

第十八条　国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と

協働を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の効果的な推

進が図られることに鑑み、これらの者の間における協議の促進その他の関係者相

互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものとす

る。 

２　地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施

策を推進するための拠点としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保

するように努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条の二　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の策定及び実施に関する業務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、養成及び資質の向上に

必要な施策を講ずるように努めるものとする。 

（調査研究） 

第十八条の三　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼ

す影響に関する調査研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を推進するように努めるも

のとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条　国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体が実施する男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策に関する活動を支援するため、助言、情報の提供その他の必

要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第二十条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国

政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的

な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとす

る。 

第三章　男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一　男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理するこ

と。 

二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女

共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項

を調査審議すること。 

三　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 
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四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監

視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要

があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ

と。 

（組織） 

第二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２　議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理

大臣が任命する者 

２　前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であって

はならない。 

３　第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定す

る議員の総数の十分の四未満であってはならない。 

４　第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条　前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２　前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、

関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見

の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項

に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他

会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

附　則　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条　前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設

置法」という。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条

第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとす

る。 

２　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一



28 

 

項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合におい

て、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわら

ず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同

参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた

男女共同参画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員

である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により

審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務

を代理する委員として指名されたものとみなす。 

附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）

の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。 

一　略 

二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並

びに第三十条の規定　公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の

機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期

は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわ

らず、その日に満了する。 

一から十まで　略 

十一　男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条　第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要

となる経過措置は、別に法律で定める。 

附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の

一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千

三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四

十四条の規定　公布の日 

附　則　（令和七年六月二七日法律第八〇号） 

（施行期日） 

１　この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法（令和七年法律第七十九号）の

施行の日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行す

る。 

（政令への委任） 

２　この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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平成二十七年法律第六十四号 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

目次 

第一章　総則（第一条―第四条） 

第二章　基本方針等（第五条・第六条） 

第三章　事業主行動計画等 

第一節　事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節　一般事業主行動計画等（第八条―第十八条） 

第三節　特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節　女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条） 

第四章　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第二十二条―

第二十九条） 

第五章　雑則（第三十条―第三十三条） 

第六章　罰則（第三十四条―第三十九条） 

附則 

第一章　総則 

（目的） 

第一条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとす

る女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下

「女性の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、

男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、

女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、

地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の

行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等につ

いて定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進

し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要

の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現す

ることを目的とする。 

（基本原則） 

第二条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女

間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとす

る女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生

活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な

役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して

及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して、その個性と能力

が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。 

２　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出

産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが

多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族

を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の

職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行

われなければならない。 
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３　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活

との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなけれ

ばならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進

についての基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にの

っとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及び

これを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性

労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生

活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団

体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければ

ならない。 

第二章　基本方針等 

（基本方針） 

第五条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進

に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関す

る基本的な事項 

三　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ　職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進

するために必要な措置に関する事項 

ニ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

四　前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために

必要な事項 

３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな

い。 

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基

本方針を公表しなければならない。 

５　前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の

職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において

「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及

び都道府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活
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における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第三章　事業主行動計画等 

第一節　事業主行動計画策定指針 

第七条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよ

う、基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条

第一項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称

する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定め

なければならない。 

２　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画

の指針となるべきものを定めるものとする。 

一　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

三　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第二節　一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であっ

て、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に

即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　計画期間 

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようと

する目標 

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及

びその実施時期 

３　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しよう

とするときは、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女

性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなけ

ればならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時

間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。 
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４　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措

置を講じなければならない。 

５　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したと

きは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施する

とともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければな

らない。 

７　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行

動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

８　第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は

変更しようとする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する

一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ

準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条　厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業

主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主につい

て、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の

状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商

品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若し

くは通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項において

「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛

らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第十一条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するとき

は、第九条の認定を取り消すことができる。 

一　第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三　不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条　厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で

定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を

実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第

百十三号）第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）

第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生
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活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることそ

の他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことがで

きる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）

については、第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２　特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも

一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しな

ければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条　特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付するこ

とができる。 

２　第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条　厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当する

ときは、第十二条の認定を取り消すことができる。 

一　第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。 

二　第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三　第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

四　前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと

き。 

五　不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、

常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項におい

て同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合におい

て、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法

（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該

構成員である中小事業主については、適用しない。 

２　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組

合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって

厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成

員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その

構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申

請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働

省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 

４　承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働

者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 
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５　職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合につ

いて、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条

の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第

四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同

項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与につい

て、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項

に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同

法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして

労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者

の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものと

する。 

６　職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同

法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募

集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第

四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第十六条第

四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるの

は「次項に」とする。 

７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状

況について報告を求めることができる。 

第十七条　公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成

果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導するこ

とにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条　国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を

策定しようとする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対

して、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主

行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努め

るものとする。 

第三節　特定事業主行動計画 

第十九条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定め

るもの（以下「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行

動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条におい

て同じ。）を定めなければならない。 

２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一　計画期間 

二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようと

する目標 

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及

びその実施時期 
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３　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継

続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の

割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情につ

いて分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員

に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。 

５　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

６　特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施

の状況を公表しなければならない。 

７　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

第四節　女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十条　第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人

を超えるものに限る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職

業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならな

い。 

一　その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機

会の提供に関する実績 

二　その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

に関する実績 

２　第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する

前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければなら

ない。 

３　第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少なくとも

いずれか一方を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第二十一条　特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の

職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならな

い。 

一　その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提

供に関する実績 
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二　その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に

関する実績 

第四章　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条　国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業

紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

２　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と

相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者

からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

３　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に

実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託する

ことができる。 

４　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者

は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施

策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものと

する。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫

等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって

政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留

意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活におけ

る活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施

の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注

の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大そ

の他の必要な施策を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進につい

て、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動

を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよ

う、国内外における女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情

報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第二十七条　当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進

に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において

「関係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び同

条第二項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業

生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域において
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女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施される

ようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を

組織することができる。 

２　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条

第三項の規定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協

議会の構成員として加えるものとする。 

３　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げ

る者を構成員として加えることができる。 

一　一般事業主の団体又はその連合団体 

二　学識経験者 

三　その他当該関係機関が必要と認める者 

４　協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」

という。）が相互の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に

有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に

応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行うもの

とする。 

５　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところに

より、その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正

当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条　前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項

は、協議会が定める。 

第五章　雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第

八条第一項に規定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業

主である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指

導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第三十一条　厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項の規定による公表を

せず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十

条第三項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認

定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定によ

る勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、

その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条　第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十

条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによ

り、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、

政令で定める。 
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第六章　罰則 

第三十四条　第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定

による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の

拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円

以下の罰金に処する。 

一　第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二　第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円

以下の罰金に処する。 

一　第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

二　第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による

指示に従わなかった者 

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定

に違反した者 

第三十七条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一　第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反

した者 

二　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報

告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立

入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反

して秘密を漏らした者 

第三十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金

刑を科する。 

第三十九条　第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十

万円以下の過料に処する。 

附　則　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、

第五章（第二十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則

第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条　この法律は、令和十八年三月三十一日限り、その効力を失う。 

２　第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）

は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、

第二十八条の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同

項に規定する日後も、なおその効力を有する。 
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４　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第

一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条　前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い

必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条　政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行

の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附　則　（平成二九年三月三一日法律第一四号）　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一　第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十

五条の規定　公布の日 

二及び三　略 

四　第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第

四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の

改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に

改める部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三

条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条

まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和二十八年

法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び

第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十

九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八

号）第三十八条第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改め

る部分に限る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭

和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二

条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条

の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二

十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並

びに附則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定　平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条　この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の

施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措

置は、政令で定める。 

附　則　（令和元年六月五日法律第二四号）　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 
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一　第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定　公布

の日 

二　第二条の規定　公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で

定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（政令への委任） 

第六条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置

は、政令で定める。 

（検討） 

第七条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による

改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附　則　（令和四年三月三一日法律第一二号）　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一　第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並び

に附則第二十八条の規定　公布の日 

二　略 

三　第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第

二条の規定（第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第

四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。）、同法第五条の二第一

項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除

く。）並びに第三条の規定（職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、

同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第

十八条に一項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに附則第五条、第六条

及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正

規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律

第九十八号）第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改

正規定（「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚

生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」

とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。）並びに

附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の

規定　令和四年十月一日 

（政令への委任） 

第二十八条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

附　則　（令和四年六月一七日法律第六八号）　抄 

（施行期日） 

１　この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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一　第五百九条の規定　公布の日 

附　則　（令和七年六月一一日法律第六三号）　抄 

（施行期日） 

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一　第一条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律第四条に一項を加える改正規定及び同法第三十八条第一項

の改正規定（「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改める部分に限る。）、

第三条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

附則第二項（見出しを含む。）の改正規定（「令和八年三月三十一日」を「令和

十八年三月三十一日」に改める部分に限る。）並びに第四条中女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律第二条第一項の改正規定、同法第五条第二項第

三号の改正規定及び同法附則第二条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第

三条、第七条、第八条の二及び第十六条の規定　公布の日 

二　第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第四条の規定（同号に掲

げる改正規定及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条の

改正規定を除く。）並びに附則第六条の規定及び附則第十三条中労働者派遣事業

の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第

八十八号）第四十七条の四の改正規定（「昭和四十一年法律第百三十二号）」の

下に「第二十七条の三第一項、」を加える部分に限る。）　令和八年四月一日 

（政令への委任） 

第七条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置

は、政令で定める。 

（検討） 

第八条の二　政府は、特定受託事業者（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関

する法律（令和五年法律第二十五号）第二条第一項に規定する特定受託事業者を

いう。以下この条において同じ。）が受けた業務委託（同法第二条第三項に規定す

る業務委託をいう。）に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利

用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に

係る特定受託業務従事者（同条第二項に規定する特定受託業務従事者をいう。以

下この条において同じ。）が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念

上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害さ

れることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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